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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）を有し、入力される電力を該スイッチ
ング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作によって所定の周波数の交流電力に
変換して誘導負荷（3）へ出力するように構成された変換部（13）を備えた電力変換装置
であって、
　上記誘導負荷（3）への電力供給を停止する際に、該誘導負荷（3）に流れる電流が、所
定値以下であるかどうかを判定する電流判定部（16）と、
　上記電流判定部（16）によって上記誘導負荷（3）に流れる電流が上記所定値以下であ
ると判定されるまで、上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）にスイッチング動作
を継続させるスイッチング制御部（15）と、
　を備え、
　入力される電力は単相の交流電力であり、
　上記スイッチング制御部（15）は、上記誘導負荷（3）に流れる各相の電流（iu,iv,iw
）が上記単相交流の位相に応じて脈動して、上記各相の電流（iu,iv,iw）の絶対値和が周
期的に所定の最小目標値になるように、それぞれの上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,
Sy,Sz）のスイッチング動作を制御し、
　上記電流判定部（16）は、上記単相交流の位相に基づいて、上記誘導負荷（3）に流れ
る電流（iu,iv,iw）が上記所定値以下であるかどうかを判定することを特徴とする電力変
換装置。
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【請求項２】
　請求項１の電力変換装置において、
　入力が単相の交流電源（2）に接続され、単相交流を全波整流して上記変換部（13）に
供給する整流部（11）を備え、
　上記変換部（13）の入力には、入力の両端電圧の脈動幅の最大値が最小値の２倍以上と
なる容量のコンデンサ（12）が接続されていることを特徴とする電力変換装置。
【請求項３】
　請求項１の電力変換装置において、
　上記変換部（31）は、入力に交流電源（2）が接続され、上記交流電源（2）から供給さ
れる交流電力を、直接、所定の複数の相の交流電力に変換することを特徴とする電力変換
装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一つの電力変換装置において、
　上記誘導負荷（3）は、力行運転のみを行う負荷に対して動力を出力することを特徴と
する電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチング動作によって電力変換を行って誘導負荷に対して電力を供給す
る変換部を備えた電力変換装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数のスイッチング素子をスイッチング動作させることにより、入力される
直流電力を所定の周波数の交流電力に変換して、誘導負荷に供給するように構成されたイ
ンバータ部を備えた電力変換装置が知られている。このような電力変換装置では、一般的
に、上記インバータ部の入力側に、整流回路によって整流された交流電源の交流電力を平
滑化するための比較的、容量の大きい電解コンデンサが設けられている。
【０００３】
　一方、例えば特許文献１に開示されるように、電源周波数に起因する電圧変動を吸収可
能な静電容量の大きい電解コンデンサを、インバータ部のスイッチング素子のスイッチン
グ動作時に生じる電圧変動のうちキャリア周波数に対応する変動成分のみを吸収可能な小
容量のコンデンサに変更することにより、整流部分の小型化及びコスト低減を図る構成が
知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－５１５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述のように、インバータ部によって誘導負荷に電力を供給するように構成
された電力変換装置では、該インバータ部の駆動を停止しても、内部にインダクタンス成
分を有する誘導負荷からインバータ部に電流が流れ続ける場合がある。そうすると、イン
バータ部に過大なサージ電圧がかかり、該インバータ部が破壊される可能性がある。
【０００６】
　また、上述のようなサージ電圧が発生すると、インバータ部の還流ダイオードを介して
コンデンサに電流が流れるため、該コンデンサが充電される。この充電により、コンデン
サの両端、すなわちＤＣリンクに過電圧が発生した場合にも、インバータ部が破壊される
可能性がある。
【０００７】
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　これに対して、ＤＣリンクに抵抗を有するブレーキ回路を設けたり、ＰＷＭコンバータ
などを用いて回生可能な構成にしたりする方法などが考えられる。しかしながら、ブレー
キ回路を設けると、該ブレーキ回路の抵抗で電力が消費されてしまい、電力変換装置の効
率の観点から好ましくない。また、ＰＷＭコンバータなどを設けると、回路構成や制御が
複雑になり、装置全体のコストアップにつながる。
【０００８】
　一方、上記特許文献１の構成のような小容量のコンデンサを有する電力変換装置では、
コンデンサの容量が小さいため、ＤＣリンクの電圧が増大しやすい。そのため、上記特許
文献１の構成の電力変換装置では、上述のようなブレーキ回路やＰＷＭコンバータを設け
ても高速に動作させなければならず、高速な制御器が必要になるなど、さらなる回路構成
及び制御の複雑化を招くことになる。また、上記特許文献１のような構成において、異常
時の過電圧を防止するために過電圧防止機構を設けることが考えられるが、インバータ部
が停止する毎に該過電圧防止機構が動作して、該過電圧防止機構の動作頻度が多くなるた
め、その分、過電圧防止機構の耐久性の向上を図る必要があり、装置全体のコストアップ
につながる。
【０００９】
　本発明は、かかる諸点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、誘導負
荷に電力を供給する、インバータ部のような変換部を備えた電力変換装置において、該変
換部の駆動を停止しても構成機器が損傷を受けないような構成を低コストな構成により実
現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る電力変換装置（1）では、誘導負荷（3）への
電力供給を停止する際に、該誘導負荷（3）に流れる電流が所定値以下になるまで変換部
（13）のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）にスイッチング動作を行わせるように
した。
【００１１】
　具体的には、第１の発明は、複数のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）を有し、
入力される電力を該スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作によっ
て所定の周波数の交流電力に変換して誘導負荷（3）へ出力するように構成された変換部
（13）を備えた電力変換装置を対象とする。
【００１２】
　そして、上記誘導負荷（3）への電力供給を停止する際に、該誘導負荷（3）に流れる電
流が、所定値以下であるかどうかを判定する電流判定部（16）と、上記電流判定部（16）
によって上記誘導負荷（3）に流れる電流が上記所定値以下であると判定されるまで、上
記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）にスイッチング動作を継続させるスイッチン
グ制御部（15）と、を備えているものとする。
【００１３】
　そして、入力される電力は単相の交流電力であり、上記スイッチング制御部（15）は、
上記誘導負荷（3）に流れる各相の電流（iu,iv,iw）が上記単相交流の位相に応じて脈動
して、上記各相の電流（iu,iv,iw）の絶対値和が周期的に所定の最小目標値になるように
、それぞれの上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を制御し
、上記電流判定部（16）は、上記単相交流の位相に基づいて、上記誘導負荷（3）に流れ
る電流（iu,iv,iw）が上記所定値以下であるかどうかを判定するものとする。
【００１４】
　以上の構成により、変換部（13）から誘導負荷（3）への電力供給を停止する際に、該
変換部（13）内のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作が急に停
止するのではなく、誘導負荷（3）に流れる電流を所定値以下まで低下させた後、スイッ
チング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を停止させることができる。これ
により、変換部（13）の駆動停止によって発生するサージ電圧を低く抑えることができ、
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該サージ電圧やコンデンサの充電による過電圧によって電力変換装置（1）内の構成部品
が損傷を受けるのを防止できる。
【００１５】
　このように制御された変換部（13）では、相電流（iu,iv,iw）の絶対値和が周期的に上
記最小目標値になるので、上記単相交流の位相によって、相電流（iu,iv,iw）の絶対値和
が最小になるタイミングが分かることになる。そこで、この電流判定部（16）は、上記単
相交流の位相に基づいて、誘導負荷（3）に流れる電流が、上記所定値以下であるかどう
かを判定する。
【００１６】
　また、第２の発明は、第１の発明の電力変換装置において、入力が単相の交流電源（2
）に接続され、単相交流を全波整流して上記変換部（13）に供給する整流部（11）を備え
、上記変換部（13）の入力には、入力の両端電圧の脈動幅の最大値が最小値の２倍以上と
なる容量のコンデンサ（12）が接続されているものとする。
【００１７】
　この構成では、一般的な電力変換装置よりもコンデンサの静電容量が小さくなるため、
変換部（13）の駆動停止によってコンデンサ（12）の電圧が上昇すると、該コンデンサ（
12）も破損しやすい。しかしながら、この構成では、変換部（13）を停止させる際に、該
変換部（13）に流れ続ける電流を小さくすることができ、該電力変換装置（1）内に発生
するサージ電圧を低下させることができる。したがって、上述のような小容量のコンデン
サ（12）を有する電力変換装置（1）において、変換部（13）の駆動停止時にサージ電圧
によって構成部品が損傷を受けるのを防止できる。
【００１８】
　また、第３の発明は、第１の発明の電力変換装置において、上記変換部（31）は、入力
に交流電源（2）が接続され、上記交流電源（2）から供給される交流電力を、直接、所定
の複数の相の交流電力に変換するものとする。
【００１９】
　この構成では、交流を所定の特性の交流に変換する、いわゆる直接形電力変換装置にお
いて、第１の発明と同様に、サージ電圧を低く抑えることが可能になる。
【００２０】
　また、第４の発明は、第１から３の発明の何れか一つの電力変換装置において、上記誘
導負荷（3）は、力行運転のみを行う負荷に対して動力を出力するものとする。
【００２１】
　回生運転も行う負荷に対して誘導負荷（3）から動力を出力する場合には、回生時に比
較的長時間に亘って変換部（13）側に電流が流れるため、上記各発明のような構成では電
力変換装置の損傷を防止することは難しい。しかしながら、上述のように力行運転のみを
行う負荷に対して誘導負荷（3）から動力を出力する場合であれば、上記各発明の構成を
適用することにより、変換部（13）の駆動停止時に構成部品が損傷を受けるような電圧が
電力変換装置（1）の内部に印加されるのを防止できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る電力変換装置（1）によれば、誘導負荷（3）への電力供給を停止する際に
、該誘導負荷（3）に流れる電流が所定値以下になるまで、該スイッチング素子（Su,Sv,S
w,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を継続させるため、変換部（13）の駆動停止時に電力変
換装置（1）内に過大な電圧がかかって構成部品が損傷を受けるのを防止できる。しかも
、ブレーキ回路等を設ける必要がなくなるとともに、装置停止時に過電圧防止機構が動作
しないため、装置全体のコスト低減を図れる。
【００２３】
　また、第１の発明によれば、各相の電流（iu,iv,iw）を検出することなく、該電流（iu
,iv,iw）が所定値以下であるかどうかを判定することができるので、電流判定部（16）に
おける制御がより容易になる。
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【００２４】
　さらに、第２の発明によれば、変換部（13）の入力側に設けるコンデンサ（12）を小容
量なものとした構成において、変換部（13）の駆動停止時に電力変換装置の構成部品がサ
ージ電圧によって損傷を受けるのを防止することが可能になる。
【００２５】
　また、第３の発明によれば、いわゆる直接形電力変換装置において、変換部（13）の駆
動停止時に電力変換装置の構成部品がサージ電圧によって損傷を受けるのを防止すること
が可能になる。
【００２６】
　また、第４の発明によれば、上記誘導負荷（3）は、力行運転のみを行う負荷に対して
動力を出力するため、回生運転も行う負荷に対して動力を出力する場合に比べて回生側に
電流が流れる時間が短い。そのため、上記第１から第９の発明の構成により、構成部品が
サージ電圧によって損傷を受けるのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明の関連技術１に係る電力変換装置の概略構成を示す回路図である
。
【図２】図２は、モータへの電力供給を停止する際の制御部の動作を示す図である。
【図３】図３は、図２における制御部の動作を示すフローである。
【図４】図４は、従来の静電容量のコンデンサを備えた電力変換装置からモータへ出力さ
れる三相の電流波形を示す図である。
【図５】図５は、図４のような波形を有する電流を絶対値に変換した場合の波形を示す図
である。
【図６】図６は、小容量のコンデンサを備えた電力変換装置からモータへ出力される三相
の電流波形を示す図である。
【図７】図７は、図６のような波形を有する電流を絶対値に変換した場合の波形を示す図
である。
【図８】図８は、関連技術１の変形例２にかかる電力変換装置の概略構成を示す回路図で
ある。
【図９】図９は、本発明の関連技術２に係る電力変換装置の概略構成を示す回路図である
。
【図１０】図１０は、実施形態２に係る電力変換装置の概略構成を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の好ましい実施
形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限するこ
とを意図するものではない。
【００２９】
　《発明の関連技術１》
　－全体構成－
　本発明の関連技術１に係る電力変換装置（1）の概略構成を図１に示す。この電力変換
装置（1）は、コンバータ回路（11）と、コンデンサ（12）と、インバータ回路（13）（
変換部）とを備えていて、単相交流電源（2）から供給された交流の電力を所定の周波数
の電力に変換して、三相交流モータ（3）（誘導負荷、以下、モータともいう）に供給す
るように構成されたものである。なお、この三相交流モータ（3）は、例えば、空調機の
冷媒回路に設けられる圧縮機（負荷）などを駆動するためのものである。すなわち、上記
電力変換装置（1）は、力行運転のみを行う負荷を駆動させるための誘導負荷に電力を供
給するように構成されている。
【００３０】
　上記コンバータ回路（11）は、上記交流電源（2）に接続され、交流の電圧を全波整流
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するように構成されている。このコンバータ回路（11）は、複数（本実施形態では４つ）
のダイオード（D1～D4）がブリッジ状に結線されてなるダイオードブリッジ回路であり、
上記交流電源（2）に対して接続されている。すなわち、コンバータ回路（11）は、本発
明の整流部の一例である。
【００３１】
　上記コンデンサ（12）は、上記コンバータ回路（11）と後述するインバータ回路（13）
との間に設けられている。このコンデンサ（12）は、例えばフィルムコンデンサによって
構成されていて、インバータ回路（13）の後述するスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,S
z）がスイッチング動作する際に生じるリプル電圧（キャリア周波数に対応する電圧変動
）のみを吸収可能な静電容量を有するように構成されている。すなわち、上記コンデンサ
（12）は、上記コンバータ回路（11）によって整流された電圧（電源電圧に起因する電圧
変動）を平滑化するような静電容量を有さない小容量のコンデンサである。
【００３２】
　これにより、上記コンデンサ（12）の両端電圧の波形は、周波数ｆ（Ｈｚ）の単相電圧
の場合には２ｆ（Ｈｚ）で脈動し、周波数ｆ（Ｈｚ）の三相電圧の場合には６ｆ（Ｈｚ）
で脈動する。また、周波数ｆ（Ｈｚ）の単相電圧の場合には、上記コンデンサ（12）は、
両端電圧の脈動の最大値が最小値の２倍以上になるように構成されている。
【００３３】
　上記インバータ回路（13）は、上記コンバータ回路（11）の出力側に、上記コンデンサ
（12）に対して並列に接続されている。このインバータ回路（13）は、複数のスイッチン
グ素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）（例えば三相交流であれば６個）がブリッジ結線されてな
る。すなわち、上記インバータ回路（13）は、２つのスイッチング素子を互いに直列接続
してなる３つのスイッチングレグを備えていて、各スイッチングレグにおいて上アームの
スイッチング素子（Su,Sv,Sw）と下アームのスイッチング素子（Sx,Sy,Sz）との中点がそ
れぞれ上記三相交流モータ（3）のコイル（3a,3b,3c）に接続されている。
【００３４】
　上記インバータ回路（13）は、スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のオンオフ動
作によって、上記コンバータ回路（11）の出力電圧を所定の周波数の三相交流電圧に変換
して、上記三相交流モータ（3）へ供給するように構成されている。なお、本実施形態で
は、上記各スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）に対して、それぞれ、還流ダイオー
ド（Du,Dv,Dw,Dx,Dy,Dz）が逆並列に接続されている。
【００３５】
　また、上記電力変換装置（1）は、上記インバータ回路（13）のスイッチング素子（Su,
Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）を駆動制御するための制御部（14）を備えている。この制御部（14）は
、運転や停止を指示する運転指令が入力されると、上記インバータ回路（13）から検出さ
れる電流値をその指令に対応する電流値に近づけるように、上記スイッチング素子（Su,S
v,Sw,Sx,Sy,Sz）に対して駆動信号を出力するように構成されている。すなわち、上記制
御部（14）では、インバータ回路（13）内を流れる電流に対してフィードバック制御が行
われる。
【００３６】
　上記制御部（14）は、上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）をスイッチング動
作させるための駆動信号を出力するスイッチング制御部（15）と、上記インバータ回路（
13）からモータ（3）への電力供給を停止する際に、該モータ（3）に流れる電流が所定値
（電流を絶対値に変換した場合の値。本実施形態のような交流の場合には、図２に示す所
定範囲Ｘに相当する。以下同じ。）以下であるかどうかを判定する電流判定部（16）とを
備えている。
【００３７】
　上記電流判定部（16）は、モータ（3）に流れる電流が、上記スイッチング素子（Su,Sv
,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作停止時に生じるサージ電圧が電力変換装置（1）の構
成部品の耐圧よりも小さくなるような所定値以下であるかどうかを判定するように構成さ
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れている。また、上記電流判定部（16）は、モータ（3）に流れる電流が上記所定値以下
の場合には、上記スイッチング制御部（15）に対してスイッチング動作の停止を指示する
停止信号を出力するように構成されている。ここで、上記構成部品とは、インバータ回路
（13）のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）やダイオード（Du,Dv,Dw,Dx,Dy,Dz）、
コンデンサ（12）、コンバータ回路（11）のダイオード（D1～D4）などを意味する。
【００３８】
　上記スイッチング制御部（15）は、上記制御部（14）内の図示しない指令生成部で生成
される電流指令に応じてスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）をスイッチング動作さ
せるように構成されている。また、上記スイッチング制御部（15）は、上記電流判定部（
16）からスイッチング動作を停止するための停止信号が出力されるまで、上記スイッチン
グ素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を継続するように構成されている。さ
らに、上記スイッチング制御部（15）は、停止の運転指令が制御部（14）に入力された場
合には、モータ（3）に流れる電流を上記所定値以下になるまで低下させるように、上記
スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を継続するように構成され
ている。すなわち、上記スイッチング制御部（15）は、停止の運転指令が入力されると、
上記電流判定部（16）から停止信号が出力されるまで、モータ（3）に流れる電流を低下
させるように上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）にスイッチング動作を継続さ
せる。
【００３９】
　－制御部の動作－
　以下で、上記制御部（14）の動作を図２及び図３に基づいて説明する。なお、以下の説
明では、説明簡略化のために、三相交流モータ（3）の一相分について説明する。
【００４０】
　図２に示すように、制御部（14）に対して、停止という運転指令が入力された場合、従
来であればスイッチング動作も停止させるが、本発明では、誘導負荷であるモータに流れ
る電流が所定範囲Ｘ内（所定値以下）になるまで、スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,S
z）のスイッチング動作を継続させる。具体的には、制御部（14）へ運転停止の指令信号
が入力されても、電流判定部（16）によってモータに流れる電流が所定範囲内（所定値以
下）ではないと判定されている間は、スイッチング制御部（15）によってスイッチング素
子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）に対する駆動信号の変調度を徐々に下げていく。これにより、
インバータ回路（13）からモータへ供給される電流が徐々に低下する。そして、上記電流
判定部（16）によってモータに流れる電流が上記所定範囲内（所定値以下）であると判定
されると、上記スイッチング制御部（15）によって上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,
Sy,Sz）のスイッチング動作を停止する。
【００４１】
　図３に上記制御部（14）の動作フローを示す。この図３のフローがスタートすると、ま
ず、ステップＳ１で、モータに流れる電流の絶対値（電流値）が所定値以下であるかどう
かが判定される。このステップＳ１で該モータに流れる電流の絶対値が所定値以下である
と判定された場合（ＹＥＳの場合）には、ステップＳ２に進んで、スイッチング素子（Su
,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を停止し、このフローを終了する（エンド）。
【００４２】
　一方、上記ステップＳ１において、モータに流れる電流の絶対値が所定値以下ではない
と判定された場合（ＮＯの場合）には、ステップＳ３に進んで、スイッチング制御部（15
）へ出力する電流指令を下げて、モータに流れる電流を低下させる。その後、上記ステッ
プＳ１に戻ってモータ（3）に流れる電流の絶対値が所定値以下であるかどうかの判定を
再度行い、該電流の絶対値が所定値以下になるまで上記ステップＳ１、Ｓ３を繰り返す。
【００４３】
　上述のような構成により、停止の運転指令が制御部（14）に入力されても、モータに流
れる電流が所定範囲内になるまでインバータ回路（13）のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,S
x,Sy,Sz）のスイッチング動作が停止しないため、該スイッチング動作の停止によってモ
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ータ側からインバータ回路（13）内へ電流が流れ込んで電力変換装置（1）内の構成部品
が損傷を受けるのを防止できる。すなわち、上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz
）は、モータに流れる電流が、スイッチング動作を停止したときに生じるサージ電圧が構
成部品の耐圧以下の電圧となる所定値以下になるように、スイッチング動作が継続され、
徐々に電流が下げられる。これにより、上記スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）の
スイッチング動作が停止したときでも、モータ側から電力変換装置（1）内に過大な電流
が流れ込んで該電力変換装置（1）の構成部品が損傷を受けるのを防止できる。
【００４４】
　ここで、上記モータ（3）に流れる電流が所定範囲内かどうかの判定は、交流電源（2）
の電源周期に基づいて決められる期間（例えば電源周期の１／４周期以上の期間）内で電
流の最大値を求めて行うものとする。上記図２は、説明簡略化のために、電流がほとんど
脈動していない場合、すなわちコンデンサの容量が大きい従来の場合の電流波形を用いて
いるが、本実施形態のように、コンデンサの容量が小さく、交流電源（2）の電源周波数
に応じてモータ（3）に流れる電流が大きく脈動する場合でも、上記期間内で電流の最大
値を求めるようにすればよい。この場合、上記電流判定部（16）は、上記期間内で電流の
最大値を検出可能に構成されている。
【００４５】
　また、上記図２では、説明簡略化のために三相交流モータ（3）の一相分の電流波形を
示しているが、図４及び図６に示すような三相分の電流波形には、以下のようにしてモー
タ（3）に流れる電流が所定値以下かどうかを判定することもできる。図４に示すように
、正弦波状の三相交流の場合（コンデンサの容量が比較的、大きい一般的な電力変換装置
の場合）には、図５に示すような電流の絶対値に変換して電流の最大値を求めるか、三相
の電流の二乗和を算出して最大値を求める。
【００４６】
　より詳しくは、上記図５によって電流の最大値を直接、求める場合、電流の絶対値は、
図５に太線で示すように、ピーク値Imaxと√３／２Imaxとの間で変動するため、この変動
範囲内の電流を検出する。なお、この変動範囲内であれば、正確な電流のピーク値を求め
られなくても、ほぼピーク値に近い値を求めることができるため、本発明では特に問題に
ならない。この場合、上記電流判定部（16）は、電源周期に対応して所定期間の電流を検
出可能に構成されていてもよいし、単にモータ（3）に流れる電流を検出するように構成
されていてもよい。
【００４７】
　一方、三相の電流の二乗和を算出して最大値を求める場合には、三相の電流ｉｕ、ｉｖ
、ｉｗの二乗和ｉu＾２＋ｉv＾２＋ｉw＾２＝３／２Ｉmax＾２を用いて、電流のピーク値
Ｉmaxを算出することができる。すなわち、この二乗和を用いることで、電流のピーク値
を正確に求めることができる。なお、このように二乗和を用いて電流のピーク値を求める
方法では、ピーク値Ｉmaxを求めて上記所定値と比較してもよいし、ピーク値Ｉmax＾２を
上記所定値の二乗と比較してもよい。この場合、上記電流判定部（16）は、三相の電流の
二乗和を算出して、その計算結果に基づいてモータ（3）に流れる電流が上記所定範囲内
かどうかを判定可能に構成されている。
【００４８】
　同様に、本実施形態のようにコンデンサの容量が小さくて、図６に示すように、交流電
源（2）の電源周波数に応じてモータ（3）に流れる三相の電流が大きく脈動する場合でも
、図７に示すような電流の絶対値に変換して電源周期の１／４周期以上の期間で電流の最
大値を求めるか、該期間で三相の電流の二乗和を算出して最大値を求める。また、三相の
電流の二乗和ｉu＾２＋ｉv＾２＋ｉw＾２をsin＾２（２πｆｔ）で除して、電流の最大値
を求める方法も考えられる。ここで、ｆは電源周波数を意味する。図６のようにモータ（
3）に流れる三相の電流が大きく脈動する場合、各相の電流（絶対値）の包絡線は、図７
に示すように、Ｉｍ×ｓｉｎ（２πｆｔ）の絶対値（ただし、Ｉｍは所定の定数）と表せ
、各相電流は、電源周期に応じて、この包絡線の振幅で変動している。そこで、三相の電
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流の二乗和をsin＾２（２πｆｔ）で除すことにより、電源周期に関係なく電流の最大値
（一定値）を求めることができる。なお、この方法の場合、sin＾２（２πｆｔ）が０に
近い値の場合には計算結果が発散するため、この方法による電流の最大値の検出は行わな
い。
【００４９】
　上述のように三相の電流の二乗和をsin＾２（２πｆｔ）で除して最大値を求める場合
、上記電流判定部（16）は、三相の電流の二乗和をsin＾２（２πｆｔ）で除して、その
結果に基づいてモータ（3）に流れる電流が上記所定範囲内かどうかを判定するように構
成されている。すなわち、上記電流判定部（16）は、上記モータ（3）に流れる電流の二
乗和を算出した後、その計算結果と上記交流電源の電源電圧の変動成分とに基づいて該電
源電圧の電圧変動によって変動しない一定値を算出し、その一定値を用いて、上記モータ
（3）に流れる電流が上記所定範囲内であるかどうかを判定するように構成されていても
よい。
【００５０】
　－実施形態の効果－
　以上より、インバータ回路（13）のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッ
チング動作を停止する際、モータ（3）に流れる電流が、インバータ回路（13）の駆動停
止時に発生するサージ電圧が電力変換装置（1）内の構成部品の耐圧よりも小さい所定値
以下となるまで、スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を継続す
るため、インバータ回路（13）の駆動を停止したときに誘導負荷であるモータ（3）から
該インバータ回路（13）に過大な電流が流れるのを防止できる。したがって、上述の構成
により、上記インバータ回路（13）の駆動停止時に、電力変換装置（1）に過大なサージ
電圧がかかるのを防止でき、これにより、該電力変換装置（1）内の構成部品が損傷を受
けるのを防止できる。
【００５１】
　よって、上述のような構成にすることで、電力変換装置内にブレーキ回路等を設ける必
要がなくなるとともに、装置停止時に過電圧にならないため、変換部の駆動停止時に過電
圧防止機構が動作するのを防止できる。これにより、装置全体としてコスト低減を図れる
。
【００５２】
　しかも、モータ（3）に流れる電流が徐々に小さくなるように、上記インバータ回路（1
3）内のスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）に対する駆動信号の変調度を小さくする
ことで、上記モータ（3）に流れる電流をより確実に上記所定値以下にすることができる
。
【００５３】
　また、モータ（3）に流れる三相の電流の二乗和によって最大値を求めることにより、
精度良く電流の最大値を求めることができる。特に、コンデンサの容量が小さいため、モ
ータ（3）に流れる電流が大きく脈動する場合には、その計算期間を電源周期に応じて設
定することで、より正確に電流の最大値を求めることができる。しかも、三相の電流の二
乗和を、sin＾２（２πｆｔ）で除すことにより、電流の脈動の影響を受けることなく電
流の最大値を求めることが可能となり、該最大値を容易に算出することができる。
【００５４】
　《関連技術１の変形例１》
　上記関連技術１については、以下のような構成としてもよい。
【００５５】
　上記実施形態では、交流電源として単相交流電源（2）を用いているが、この限りでは
なく、三相の交流電源を用いてもよい。当然のことながら、この場合には、６個のダイオ
ードによってコンバータ回路を構成する必要がある。
【００５６】
　また、電流判定部（16）では、ある瞬間における三相交流からの検出値（以下、電流瞬
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時値という）に基づいて、モータ（3）に流れる電流が、上記所定値以下であるかどうか
を判定するようにしてもよい。電流瞬時値としては、ある瞬間の相電流の二乗和や相電流
の絶対値の最大値などが一例として考えられる。
【００５７】
　また、上記関連技術１では、電力変換装置（1）のコンデンサ（12）を、交流電源（2）
の電圧変動は吸収できないが、スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング
動作時に生じる電圧変動のうちキャリア周波数に対応する成分は吸収可能な静電容量を有
するものとしているが、この限りではなく、一般的な電解コンデンサであってもよい。こ
の場合には、モータ（3）に流れる電流が脈動しない（図４参照）ため、電流の最大値を
求める際は、既述のとおり、図５に示すような電流の絶対値に変換して電流の最大値を求
めるか、三相の電流の二乗和を算出して最大値を求めればよい。
【００５８】
　《関連技術１の変形例２》
　図８は、関連技術１の変形例２にかかる電力変換装置（20）の概略構成を示す回路図で
ある。この例では、関連技術１の電力変換装置（1）における、コンバータ回路（11）の
代わりにコンバータ回路（21）を設け、コンデンサ（12）の代わりにクランプ回路（22）
を設けたものである。このクランプ回路（22）は、インバータ回路（13）を介してモータ
（3）（誘導負荷）からコンバータ回路（11）側に流れる誘導電流を蓄積し、一定の電圧
に保持する回路である。
【００５９】
　また、コンバータ回路（21）は、交流電源（2）として三相交流電源が接続され、その
三相交流を整流して出力する。すなわち、コンバータ回路（21）は、本発明の整流部の一
例である。本変形例のコンバータ回路（21）は、６個のトランジスタ（Q1,Q2,…,Q6）と
６個のダイオード（D5,D6,…,D10）を備えている。６個のトランジスタ（Q1,Q2,…,Q6）
は、ブリッジ接続されている。また、これらのトランジスタのうち、トランジスタ（Q1,Q
2,Q3）は、エミッタにダイオード（D5,D6,D7）のアノードがそれぞれ接続されている。ま
た、ダイオード（D5,D6,D7）のそれぞれカソードは、正側の直流リンク（L1）に接続され
ている。一方、トランジスタ（Q4,Q4,Q6）は、コレクタにダイオード（D8,D9,D10）のカ
ソードがそれぞれ接続されている。また、ダイオード（D8,D9,D10）は、アノードが負側
の直流リンク（L2）にそれぞれ接続されている。この構成でも、関連技術１のコンバータ
回路（11）と同様に、交流電源（2）にインバータ回路（13）からの電流の回生はできな
い。
【００６０】
　本変形例においても関連技術１と同様に、電流判定部（16）によって誘導負荷（3）に
流れる電流が上記所定値以下であると判定されるまでスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy
,Sz）のスイッチング動作を継続することで、インバータ回路（13）の駆動を停止したと
きに誘導負荷であるモータ（3）からインバータ回路（13）に過大な電流が流れるのを防
止できる。したがって、本変形例でも、上記インバータ回路（13）の駆動停止時に、電力
変換装置（20）内の構成部品に過大なサージ電圧がかかるのを防止でき、これにより、電
力変換装置（20）内の構成部品が損傷を受けるのを防止できる。
【００６１】
　《発明の実施形態１》
　本発明の実施形態１では、モータ（3）に流れる電流が上記所定値以下かどうかの判定
が、上記関連技術１よりも、より簡単な制御で実現可能になる例を説明する。実施形態１
の電力変換装置は、関連技術１の制御部（14）の構成を変更したものである。具体的には
、本実施形態でも制御部（14）は、スイッチング制御部（15）と電流判定部（16）とを備
え、スイッチング制御部（15）の構成は、関連技術１のものと同じ構成であるが、電流判
定部（16）の構成が関連技術１のものとは異なる構成を有している。
【００６２】
　この実施形態でも、インバータ回路（13）の負荷は、三相交流モータ（3）（誘導負荷
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）であり、図６に示したように、交流電源（2）の電源周波数に応じてモータ（3）に流れ
る三相の電流が脈動（すなわちモータ（3）のトルクが変動）するように、スイッチング
制御部（15）がインバータ回路（13）を制御している。詳しくは、スイッチング制御部（
15）は、上記モータ（3）に流れる各相の電流（iu,iv,iw）（以下、モータ電流ともいう
）が単相交流電源（2）の出力（単相交流）の周波数に応じた周波数で脈動して、各相の
電流（iu,iv,iw）の絶対値和が周期的に所定の最小目標値になるように、インバータ回路
（13）のそれぞれのスイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を制御
しているのである。図６の例では、上記単相交流の位相０°、１８０°、…（電圧の正負
が入れ替わる、いわゆるゼロクロスのタイミング）付近で各相の電流（iu,iv,iw）が最小
（概ねゼロ）になるように制御している（図６におけるＴ１、Ｔ２、Ｔ３のタイミングを
参照）。すなわち、このインバータ回路（13）では、上記最小目標値は概ねゼロであり、
相電流（iu,iv,iw）の絶対値和が周期的に最小値になる。
【００６３】
　一方、本実施形態の電流判定部（16）は、上記単相交流の位相に基づいて、モータ電流
（iu,iv,iw）が上記所定値以下であるかどうかを判定するようになっている。既述の通り
、モータ電流（iu,iv,iw）の絶対値和は、周期的に最小値をとる（図６を参照）。すなわ
ち、上記単相交流の位相によって、相電流（iu,iv,iw）の絶対値和が一定値よりも小さく
なるタイミング（この例では最小値となるタイミング）が分かるのである。そこで、本実
施形態の電流判定部（16）は、上記単相交流の位相に基づいて、上記停止信号を出力する
ようになっている。具体的には、電流判定部（16）は、上記ゼロクロスのタイミングで上
記停止信号をスイッチング制御部（15）に出力するようになっている。なお、ゼロクロス
の検出は、上記関連技術１のように電流値を検出するよりも、より容易な制御で実現でき
る。
【００６４】
　－実施形態１の制御部（14）の動作－
　本実施形態においても、制御部（14）に対して、停止という運転指令が入力された場合
には、モータ（3）に流れる電流が所定範囲内（所定値以下）ではないと電流判定部（16
）によって判定されている間は、スイッチング制御部（15）はスイッチング素子（Su,Sv,
Sw,Sx,Sy,Sz）に対して駆動信号を出力する。これにより、停止という運転指令が入力さ
れた後も、インバータ回路（13）では、図６に示したように脈動したモータ電流（iu,iv,
iw）が流れる。一方、電流判定部（16）は、停止の運転指令を受けた後は、上記単相交流
のゼロクロスのタイミングで上記停止信号を出力する。このように停止信号が出力される
と、スイッチング制御部（15）は、インバータ回路（13）の各スイッチング素子（Su,Sv,
Sw,Sx,Sy,Sz）のスイッチング動作を停止させる。スイッチング素子（Su,Sv,Sw,Sx,Sy,Sz
）のスイッチング動作が停止したタイミングには、モータ電流（iu,iv,iw）が最小に制御
されているので、モータ（3）側から電力変換装置（1）内に過大な電流が流れ込むことが
ない。したがって、この実施形態においても、電力変換装置（1）の構成部品が損傷を受
けるのを防止できる。
【００６５】
　－実施形態１における効果－
　以上のように、本実施形態では、関連技術１のように電流を検出することなく、モータ
電流が所定値以下であるかどうかを判定することができるので、制御部（14）（詳しくは
電流判定部（16））における制御がより簡単になる。
【００６６】
　なお、電流判定部（16）が上記停止信号を出力する位相は、必ずしも上記単相交流にお
けるゼロクロスの位相である必要はなく、上記モータ電流の大きさが各構成部品が損傷を
受けないような大きさに制御されていることが明らかな位相であればよい。例えば、ゼロ
クロスの位相位置から多少前後していてもよい。
【００６７】
　《発明の関連技術２》



(12) JP 5740824 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

　図９は、本発明の関連技術２に係る電力変換装置（30）の概略構成を示す回路図である
。この電力変換装置（30）は、三相の交流を入力として、入力された三相交流（三相入力
交流）を所定の電圧、周波数を有した三相交流（三相出力交流）に変換してモータ（3）
に供給する。具体的には、マトリックスコンバータ部（31）と制御部（14）を備えている
。このマトリックスコンバータ部（31）は、本発明の変換部の一例である。
【００６８】
　マトリックスコンバータ部（31）は、具体的には図９に示すように、９個の双方向スイ
ッチ（32）を備えている。図９では、各双方向スイッチ（32）を識別するため、符号の後
ろに枝番を付してある（32-1,2,…,9）。図９に示すように、このマトリックスコンバー
タ部（31）では、三相入力交流の相（R,S,T）毎に３個の双方向スイッチ（32）が接続さ
れている。また、これらの３個の双方向スイッチ（32）は、１つが三相入力交流の相（U
）、１つが相（V）、そして残りの１つが相（W）にそれぞれ接続されている。例えば、三
相交流電源（2）のＲ相には、３つの双方向スイッチ（32-1,2,3）が接続され、これらの
３つの双方向スイッチ（32-1,2,3）のうち、双方向スイッチ（32-1）が三相出力交流の相
（U）、双方向スイッチ（32-2）が相（V）、そして双方向スイッチ（32-3）が相（W）に
それぞれ接続されている。
【００６９】
　上記のマトリックスコンバータ部（31）では、スイッチング動作によってモータ（3）
（誘導負荷）からの電流を交流電源（2）側に回生することが可能である。そして、この
電力変換装置（30）でも、大容量コンデンサを有しておらず、またマトリックスコンバー
タ部（31）が停止していると回生は行われないため、電流が流れている状態でマトリック
スコンバータ部（31）を停止させると、サージ電圧が発生し過電圧になりやすい。
【００７０】
　しかしながら、本実施形態においても、制御部（14）は、電流判定部（16）によってモ
ータ（3）（誘導負荷）に流れる電流が上記所定値以下であると判定されるまで各双方向
スイッチ（32-1,2,3）のスイッチング動作を継続する。これにより、マトリックスコンバ
ータ部（31）の駆動を停止したときに、モータ（3）から該マトリックスコンバータ部（3
1）に過大な電流が流れるのを防止できる。したがって、本実施形態でも、マトリックス
コンバータ部（31）の駆動停止時に、電力変換装置（30）内の構成部品に過大なサージ電
圧がかかるのを防止でき、これにより、電力変換装置（30）内の構成部品が損傷を受ける
のを防止できる。
【００７１】
　《実施形態２》
　図１０は、実施形態２に係る電力変換装置の概略構成を示す回路図である。 この例の
マトリックスコンバータ部（31）は、単相の交流を入力として、入力された単相交流を所
定の電圧、周波数を有した三相出力交流に変換するように構成してある。
【００７２】
　詳しくは、本実施形態のマトリックスコンバータ部（31）は、図１０に示すように、６
個の双方向スイッチ（32-1,2,…,6）を備えている。このマトリックスコンバータ部（31
）では、単相の入力交流の相（A,B）毎に３個の双方向スイッチ（32）が接続されている
。それぞれの相（A,B）に繋がった３個の双方向スイッチ（32）は、三相出力交流の相（U
,V,W）にそれぞれ接続されている。例えば、単相交流電源（2）のＡ相は、３つの双方向
スイッチ（32-1,2,3）に接続され、これらの３つの双方向スイッチ（32-1,2,3）のうち、
双方向スイッチ（32-1）が三相出力交流の相（U）、双方向スイッチ（32-2）が相（V）、
そして双方向スイッチ（32-3）が相（W）にそれぞれ接続されている。
【００７３】
　なお、本実施形態においても、制御部（14）は、電流判定部（16）によってモータ（3
）（誘導負荷）に流れる電流が上記所定値以下であると判定されるまで各双方向スイッチ
（32-1,2,…,6）のスイッチング動作を継続する。したがって、本実施形態においても上
記関連技術２の電力変換装置（30）と同様の効果を得ることが可能になる。
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【００７４】
　そして、本実施形態のマトリックスコンバータ部（31）に対して実施形態１で説明した
制御方法を適用して、単相交流の位相に基づいて、モータ電流（iu,iv,iw）が上記所定値
以下であるかどうかを判定するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　以上説明したように、本発明は、スイッチング動作によって電力変換を行って誘導負荷
に対して電力を供給する変換部を備えた電力変換装置に有用である。
【符号の説明】
【００７６】
　　　１　　電力変換装置
　　　２　　交流電源
　　　３　　三相交流モータ（誘導負荷）
　　１１　　コンバータ回路
　　１２　　コンデンサ（構成部品）
　　１３　　インバータ回路（変換部）
　　１４　　制御部
　　１５　　スイッチング制御部
　　１６　　電流判定部
　　３１　　マトリックスコンバータ部（変換部）
　　Ｓｕ、Ｓｖ、Ｓｗ、Ｓｘ、Ｓｙ、Ｓｚ　　スイッチング素子（構成部品）
　　Ｄｕ、Ｄｖ、Ｄｗ、Ｄｘ、Ｄｙ、Ｄｚ　　還流ダイオード（構成部品）
　　Ｄ１～Ｄ４　ダイオード（構成部品）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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